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介護保険制度の見直しに関する意見

２．医療と介護の連携

○ 在宅医療・介護連携推進事業について、全ての自治体において事業が実施されている中で、市町村に
おいて、地域の実情に応じ、取組内容の充実を図りつつ、PDCAサイクルに沿った取組を更に進められる
よう、現行の事業体系の見直しが必要である。「認知症施策推進大綱」や看取りに関する取り組み等の
最近の動向も踏まえることが重要である。各市町村においては、単に事業を実施するだけでなく、地域
課題や取組内容の見える化を進め、目的をもって事業を進めていくことが重要である。医師会等関係機
関や医師等専門職と緊密に連携して取組を進めることが重要である。

○ 在宅医療・介護連携推進事業について、切れ目のない在宅医療・介護の実現に関する目標を設定し、
地域の目指す姿を住民や医療・介護関係者で共有できるようにすること、認知症等への対応を強化する
こと、事業項目すべての実施を求めるのではなく、一部項目の選択的実施や地域独自の項目の実施を可
能とするなど、一定程度地域の実情に応じた実施を可能とすること、事業体系を明確化して示すことが
適当である。地域包括ケアシステムの理念達成に向けて取り組まれるようにすることが重要である。こ
の理念の達成に向けて、都道府県や市町村において、医療や介護・健康づくり部門の庁内連携を密にし、
総合的に進める人材を育成・配置していくことも重要である。

〇 都道府県においては、地域医療構想の取組との連携や医師会等関係機関との調整、研修会等を通じた
情報発信や人材育成、保健所等による管内の広域的な調整やデータの活用・分析を含めた市町村支援等
を更に進めることが必要である。

〇 国においては、自治体における取組を支援することが必要である。自治体がPDCAサイクルに沿った取
組を進めるにあたり活用可能な指標の検討を進めることが適当である。在宅看取りの状況等評価に資す
るデータを取得できる環境整備を進めることも重要である。また、課題抽出を含め事業実施にあたり活
用できるよう、地域包括ケア「見える化」システム等を活用できる環境整備を進めることが適当である。
事業の好事例を横展開することも重要である。
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